
仕  様  書 

 

 公益社団法人埼玉県農林公社（ 以下「 売払人」 と いう 。） が買受業者（ 以下「 買受人」 と いう 。）

に依頼する 農耕用ト ラ ク タの売払いについて、 以下のと おり 仕様を定める 。  

 

１  概要 

 ( 1)  件名 

農耕用ト ラ ク タ の売払い（ 別紙）  

 ( 2)  引渡場所 

   公益社団法人埼玉県農林公社 本社事務所 

行田市大字真名板 1975－1 

 ( 3)  引渡期間 

   代金納付の日から 60日以内 

 ( 4)  引渡方法 

   売払人の職員立会いのも と 引渡し をする 。  

 ( 5)  売払い契約適用基準の遵守 

   本件契約では、本仕様書のほか「 使用済自動車の再資源化等に関する法律（ 平成 14 年法

律第 87 号）」（ 以下「 自動車リ サイ ク ル法」 と いう 。） 及び「 廃棄物の処理及び清掃に関す

る 法律（ 昭和 45 年法律第 137 号）」、その他本件業務に関する法令等を適用基準と し 、売払

人及び買受人は、 誠実にこ れら を遵守する義務を負う も のと する。  

２  車両引渡し 作業等 

 ( 1)  買受人は売払人の指定する場所で売払人の指定する 職員立会いのも と 、 車両の引渡し を

受けるも のと する。  

 ( 2)  車両の引取り に要する 費用は、 買受人の負担と する 。  

 ( 3)  引渡し 後の当該車両の搬送は、 自社搬送に限る も のと する。  

 ( 4)  売払人は買受人に引渡し 後の当該車両の管理及び搬送上の一切の責任は、 負わないも の

と する。  

３  秘密の保持 

  買受人は、 本件契約を通じ て知り 得た秘密を第三者に漏ら し てはなら ない。  

  こ のこ と は、 契約の解除及び契約期間満了後においても 同様と する。  

４  ディ ーゼル車規制適合車によ る 配送 

  本件契約の履行に当たって自動車を使用し 又は使用さ せる 場合は、 ディ ーゼル車規制に適 

 合する 自動車と するこ と 。  

 なお、 買受人は、 適合の確認のために、 売払人から 当該自動車の自動車検査証、 粒子状物

質減少装置装着証明書等の提示又は写し の提出を求めら れた場合には、 速やかに提示又は提

出するこ と 。  

５  疑義の解釈 

  本仕様の解釈について疑義が生じ た場合等、 不明な事項は関係法令に従い、 その都度、 売

払人と 買受人が協議し て決定するも のと する。  



別紙

車名 年式 型式 機体重量 総排気量 出力 稼働時間 引渡場所

イ セキト ラ ク タ H29 TJV783ZLWX10R 3, 380kg 3, 386cc 78ps 1, 895時間
公益社団法人埼玉県農林公社
本社事務所
行田市大字真名板1975－1



車 名 　 イ セキト ラ ク タ
年 式 　 平成２ ９ 年
型 式 　 Ｔ Ｊ Ｖ ７ ８ ３ Ｚ Ｌ ＷＸ １ ０ Ｒ
稼働時間 　 １ ， ８ ９ ５ 時間


